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研究成果の概要（和文）：日本における自殺死亡率（人口10万人あたりの自殺者数）は、G7の中で第1位と、世
界的に見ても高い水準にある。本研究では、インタビュー調査等を踏まえ、「個人の私的領域分野の問題として
扱われてきた自殺の問題が、なぜ国家が介入するべき問題として政府に認識され、全国で推進される政策となっ
たのか」を政策学的に分析した。さらに、自殺者数の減少をもたらした政策上の要因を探究した上で、効果的な
自殺対策を推進するための国家・地域モデルを検討した。

研究成果の概要（英文）：The suicide mortality rate in Japan (the number of suicides per 100,000 
population) is the highest among the G7 countries, and it is at a high level globally. This 
research, which will be carry out by way of interview survey, aims to critically analyze from the 
public policy perspective "Why the problem of suicide that has been treated as a problem in the 
private domain of individuals, must be recognized by the government as a problem that needs state's 
intervention and it becomes a policy that must be promoted nationwide. Furthermore, based on the 
results of the investigations about the policy factors that led to the decrease in the number of 
suicides, we will examine the national and regional models for promoting effective suicide 
countermeasures.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究において、これまで私的領域分野の問題として捉えられてきた自殺の問題が「政策」として認知されてい
く過程を明らかにすることで、私的領域分野の問題かつ解決方法が解明されていない問題がどのように公共政策
として課題設定されるのかということを明らかにすることができる。また、それを通じて、近年になって政策課
題として浮上してきた児童虐待、少子化、食育、ドメスティックバイオレンスに対する対策などについても、今
後の展開に重要な示唆を与えるものになると考える。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
日本における自殺者数は、平成 10 年に前年の 24,391 人から 8,472 人増加して 32,863 人と

なり、それ以降、平成 23 年まで 14 年連続して毎年 3 万人以上となっていた。平成 26 年現在
でも、自殺死亡率（人口 10 万人あたりの自殺者数）は、G7 の中で第 1 位と、世界的に見ても
高い水準にある。しかしながら、この自殺者数急増の要因、高止まりの原因は未だ明らかにな
っていない。日本では、議員立法により平成 18 年 6 月に「自殺対策基本法」が成立し、平成
19 年 4 月には自殺対策のとりまとめ部署となる自殺対策推進室が設置されることとなった。そ
の後、政府の指針である「自殺総合対策大綱」が策定され、現在の自殺対策においては全都道
府県・政令指定都市に主管課が設置されるなど、自殺の問題は今や国家・地方自治体において
取り組むべき課題となっている。ところで、自殺を個人の問題、つまり「私的領域分野の問題」
ではなく「社会の問題」と捉え、国家レベルで取り組み、効果を上げた国は国際的に見てもフ
ィンランドのみであり、日本は自殺対策基本法の成立以後、フィンランドにおける自殺対策の
政策を参考にしながら自殺対策を実施してきた。 
日本においては、自殺対策基本法の成立までの間、自殺対策はあくまでも個人の発症するう

つ病などの精神疾患に対する対策の一環であり、対策が実施されていたのは、一部の地方自治
体における高齢者のうつ病対策、民間団体における電話相談事業のみであった。そのような状
況の中、自殺対策基本法の成立を経て、自殺対策は国家の取り組むべき課題となったことで、
様々な事業が展開されていくこととなった。それでは、自殺者数急増という要因があったとは
いえ、このような問題も孕む自殺の問題が「私的領域分野の問題」ではなく国家が介入すべき
問題として政府に認識され、全国的に展開されるようになったのは何故なのだろうか。 
また、日本において、現在、自殺対策は多額の税金が投入される政策ともなっており、平成

21 年 5 月には内閣府が地域自殺対策緊急強化基金を造成し、都道府県に対して 100 億円の予
算を配分している。その後も予算の追加配分が行われており、この基金の造成により、全国の
地方自治体で様々な政策が展開されている。そして、政策が各地で展開されてから平成 24 年
以降は 3 年連続で自殺者数は 3 万人を割り、自殺者数の減少が実現している。しかしながら、
どの政策が自殺者数の減少に寄与したのか（もしくはどの政策も何も影響を与えなかったのか）
については未だ解明がなされていない。 
本研究は、こうした背景を踏まえ、日本における自殺対策を政策学的に研究するものである。 
 

２．研究の目的 
本研究は、近年、政府の問題として取り組まれてきた自殺対策を政策学的に分析し、①個人

の私的領域分野の問題として扱われてきた自殺の問題が、なぜ国家が介入するべき問題として
政府に認識され、全国で推進される政策となったのかを明らかにした上で、②自殺者数の減少
をもたらした政策上の要因は何かを明らかにし、③効果的な自殺対策を推進するための国家・
地域モデルを提示することが目的である。 
 
３．研究の方法 
これまで「私的領域分野」の問題として考えられてきた自殺対策がなぜ「政策」として政府

に認知され、全国で推進される政策となったのかという問い[①政策への認知]について、関係
者に対するインタビュー調査によって解析を進めた。さらに、この点についてフィンランドに
おける自殺対策の調査を行った。次に自殺対策の実施効果[②政策評価]を明らかにするために、
公刊資料調査、アンケート調査によるデータ分析及びインタビュー調査による分析を行った。
そして、事業実施担当者に対するインタビュー調査を実施するとともに研究成果の取りまとめ
を行った。 
 
４．研究成果 
（１）平成 28 年度（初年度）は、基礎研究として、主にインタビュー実施のためのネットワー
クの確保およびその前提となる基礎資料の収集に努めた。本研究は、特に自殺対策関係者に対
してインタビューを実施することが重要であるため、まずは多数の自殺予防・自死遺族支援に
関する関連学会に出席し、ネットワークを広げるとともに、学会の場において関係者から広く
ヒアリングを実施した。 
この年の研究成果として挙げられるのは、まず、研究成果を国内学会・国際学会において発

表したことである。国内学会では、5月に東京で開催された第40回日本自殺予防学会での発表、
10 月に大阪で開催された日本政治学会 2016 年度総会・研究大会での発表を行った。国際学会
では、5 月に東京で開催された第 7 回国際自殺予防学会アジア・太平洋地域大会において英語
による研究報告、10 月に札幌で開催された第 10 回応用倫理国際会議において英語による研究
報告を行った。発表の際には、様々な研究者からのコメントを得ることができた。 
また、研究成果については、『アカデミア社会科学編』第 11 号および第 12号（南山大学）や

『社会と倫理』（南山大学社会倫理研究所）への投稿も行った。 
調査としては、9 月に秋田県秋田市を訪問し、秋田県庁、民間団体等へのヒアリングを実施

した。ここでは、自殺対策先進地域と言われる秋田県における自殺対策の推進過程を知ること
ができた。また、11月に宮城県石巻市を訪問し、震災と自殺に関する点について、石巻市職員
からのヒアリングを実施した。ここでは、東日本大震災発災後の状況について把握することが



できた。これらは今後の研究におけるインタビュー手法を考えるためにも重要な調査となった。 
 
（２）平成 29年度（2年目）は、海外において自殺対策を国家的な政策として取り組んでいる
フィンランドの調査、そして国内において自殺対策関係者および自治体職員に対するインタビ
ューを実施し、地方自治体（特に政令指定都市）に対する自殺対策関連事業実施実例の分析と
調査を実施した。 
この年の研究成果として挙げられるのは、まず、国内学会での発表・論文の発表、そして書

籍の刊行である。国内学会では、9 月につくば市で開催された第 41回日本自殺予防学会で発表
を行った。学術論文は、『アカデミア社会科学編』第 13 号および第 14号（南山大学）への投稿
を行っている。さらに書籍として、『自殺対策の政治学』（単著）としてその成果をまとめた。 
海外調査としては、9 月にフィンランドを訪問し、フィンランドにおいて自殺対策を実施して
きた自殺対策関係者（国立研究所、民間団体、大学研究者等）へのインタビューを実施するこ
とができた。フィンランドは、国家として自殺対策を実施し、その自殺者数を 30 年間で 55%減
少させている。 
国内調査としては、毎月自殺対策に関する研究会を実施し、自殺対策関係者からのヒアリン

グを実施するとともに、地方自治体（特に政令指定都市）における自殺対策関連事業実施実例
を収集し、その分析を行った。 
 
（３）平成 30 年度（3 年目・最終年度）は、平成 29 年度に引き続き、国内において自殺対策
関係者および自治体職員に対するインタビュー・ヒアリングを実施し、地方自治体に対する自
殺対策関連事業実施実例の分析と自殺死亡率の減少に関する調査を実施した。  
この年の研究成果として挙げられるのは、まず、国内学会での発表・論文の発表である。国

内学会では、9月に甲南大学で開催された第 91回日本社会学会大会、9月に橿原市立かしはら
万葉ホールで開催された第 42 回日本自殺予防学会で発表を行った（樋口麻里との共同発表）。
学術論文は、『社会と倫理』第 33 号（南山大学社会倫理研究所）（樋口麻里との共同執筆）、『ア
カデミア社会科学編』第 15 号（南山大学）への投稿を行っている。 
平成 30年度は、多くの地方自治体にとって自殺対策の推進に関わる自殺対策計画の策定年で

もあったため、国内調査としては、全都道府県・政令都市への自殺対策事業計画に関するアン
ケート調査を実施した。また、平成 29年度に引き続き、毎月自殺対策に関する研究会を実施し、
自殺対策関係者からのヒアリングを実施するとともに、地方自治体における自殺対策関連事業
実施実例を収集し、その分析を行った。 
なお、公表されているデータを用いて、近年自殺者数の増加・減少が見られた地域（特に減

少が見られた地域）を可能な範囲で抽出し、自殺者数の減少をもたらした要因について、事業
実施担当者が考える自殺対策の増加・減少要因についてヒアリングを実施した。 
 
（４）3 年間の研究を通じて自殺対策の政策形成過程を明らかにすることができたが、特に地
域における自殺者数の統計データの入手には限界があり、自殺者数の減少をもたらした要因に
ついては、検討することは出来ても十分には明らかにすることができなかった。この課題につ
いては、引き続き、平成 31年度科学研究費補助金「地域における自殺対策の政策学的研究」（課
題番号：19K13612）においてさらに詳しく明らかにしていく予定である。 
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